










間公衆の縦覧に供しなければならないと定める。  

これを受けて、平成15年国土交通省令第30号による改正前の都市   

計画法施行規則（昭和44年建設省令第49号。以下「法施行規則」と  

いう。）10条は、法17条1項（法21条2項において準用する場合   

を含む。）の規定による公告は、法施行規則10条各号に掲げる事項に   

ついて、都道府県知事の定める方法で行うものとすると定め、同条1号  

は、都市計画の種類を、同条2号は、都市計画を定める土地の区域、同  

条3号は、都市計画の案の縦覧場所と定める。   

（イ）被告都は、補助54号線都市計画の変更案を作成し、平成14年2月  

12日、法21条2項において準用する法17条1項に基づき、東京都  

公報により、同変更案に係る法施行規則10条各号に定める事項につい  

て公告するとともに、同日から2週間、東京都庁、世田谷区役所、目黒  

区役所及び渋谷区役所において、同変更案を公衆の縦覧に供した。   

（ウ）なお、上記（イ）に先立ち、被告都は、補助54号線都市計画の変更に係  

る素案を作成し、平成13年4月10日ないし12日の間、小田急線（代々  

木上原駅から梅ケ丘駅の間）の連続立体交差化・複々線化に係る都市計  

画変更の素案等とあわせて、各日1回、計3回、住民説明会を開催し、   

住民に対し、補助54号線都市計画の変更に係る素案について説明を行  

った。  

さらに、平成14年2月19日ないし21日の間、被告都は、補助5  

4号線の必要性に関する住民の理解を深めるため、小田急線（代々木上  

原駅から梅ケ丘駅の間）の連続立体交差化・複々線化に係る環境影響評  

価書案の住民説明会の機会を捉え、各日1回、計3回、住民に対し、補  

助54号線都市計画の変更案について説明を行った。   

イ 関係市町村の住民及び利害関係人による意見書の提出   

（ア）法21条2項において準用する法17条2項は、同条1項の公告があ  
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